
   岩沼市男女共同参画推進条例の一部を改正する条例 

 岩沼市男女共同参画推進条例（平成２４年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１号中「差別的取り扱い」を「差別的取扱い」に改め、「性同一性障害がある

人、その他」を削る。 

 第１７条中「並びに」を「及び」に改める。 

 第１８条第３項中「性同一性障害がある人等」を「多様な性を持つ人」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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